
庁      議  

              日時： ４月１３日（火）AＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

【協議事項】 

 

１ 太田市市税条例等の一部を改正する条例及び太田市都市計画税条例の    総務部長 

一部を改正する条例についての専決処分について 

 

 

 

【連絡事項】 

 

１ 太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止事業について          健康医療部長 

 

２ 令和３年度太田市一般会計補正予算（第１号）についての専決処分について 総務部長 

 

 

 

【その他】 

 

１ 太田市観光案内所 リニューアルオープンについて            産業環境部長 

 

２ ５月臨時会及び６月定例会日程表について                議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆ ４月２６日（月）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ４月１４日 (水)PM5:00 
                                    資 料 提 出：  ４月１９日 (月)PM5:00 



  ４月１３日  庁議提出案件           資料No １ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二   内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市市税条例等の一部を改正する条例及び太田市都市計画税条例の一部を改正する条例

についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）が令和３年３月３１日に公布され、令

和３年４月１日付けで施行されることに伴い、条例の一部改正が必要になったため、やむを得ず、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、太田市市税条例等の一部を改正する条例及び太

田市都市計画税条例の一部を改正する条例について専決処分を行ったものです。 

 

【 概 要 】 

Ⅰ 太田市市税条例等の一部を改正する条例 

１  個人市民税 

⑴  給与所得者の扶養親族申告書（第３６条の３の２） 

給与所得者が「扶養親族申告書」の記載事項を電磁的方法により給与支払者に提供す 

る場合の要件である税務署長の承認を不要としたものです。 

⑵  公的年金等受給者の扶養親族申告書（第３６条の３の３） 

公的年金等受給者が「扶養親族申告書」の記載事項を電磁的方法により公的年金等支 

払者に提供する場合の要件である税務署長の承認を不要としたものです。 

⑶  特別徴収税額（第５３条の８） 

退職所得申告書の定義に係る規定の整備をしたものです。 

⑷  退職所得申告書（第５３条の９） 

退職手当等の支払を受ける者が「退職所得申告書」の記載事項を電磁的方法によりその 

支払者に提供する場合の要件である税務署長の承認を不要としたものです。 

⑸  新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例（附則第２６条） 

住宅借入金等特別税額控除を拡充・延長したものです。 

   ① 控除期間１３年間の特例について延長し、一定の期間（※）に契約した場合、令和４年末ま

で（現行要件：令和２年末まで（新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合

は令和３年末まで））の入居者を対象としたものです。 

※  新築⇒令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで 

建売・中古・増改築等⇒令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日まで 

② 上記の延長分については、合計所得金額１，０００万円以下の者について床面積４０㎡～５

０㎡（現行要件：５０㎡以上）の住宅も対象とする特例措置を講じたものです。 

 



２ 法人市民税 

⑴  令和２年改正条例（令和２年太田市条例第２３号）の一部改正で、法令の改正に伴う項ず

れを反映したものです。 

３ 軽自動車税 

⑴  環境性能割の税率（第８１条の４） 

     新たな令和１２年度（２０３０年度）燃費基準の下で、税率の適用区分の見直しなど所要の措

置を講じたものです。 

【現行（令和元・２年度）】               【改正案（令和３・４年度）】 

区分 税率 
 

区分 税率 

電気自動車・燃料電池自動車・天

然ガス自動車・ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ

車・ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車 

非課税 

 

電気自動車・燃料電池自動車・天

然ガス自動車・ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車  

非課税 

ガソリン車 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 

ＬＰＧ車 

2020年度基準 

 +20％達成 

 

ガソリン車 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 

ＬＰＧ車 

ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車 

2030年度基準 

 85％達成 

2020年度基準 

 +10％達成 

2030年度基準 

 75％達成 

2020年度基準 

 達成 
1% 

 

2030年度基準 

 60％達成 
1% 

上記以外 2% 
 

上記以外 

 又は 2020年度基準未達成車 
2% 

※ クリーンディーゼル車については、２年間の激減緩和措置を設けます。 

⑵ 環境性能割の非課税（附則第１５条の２） 

   環境性能割を非課税とし、又は税率を１％分軽減する臨時的軽減（自家用自動車に限る。）

について、現行は、令和元年１０月１日から令和３年３月３１までに取得したものを対象としてい

るところ、適用期間を９か月延長し、「令和３年１２月３１日」までに取得したものを対象としたも

のです。 

区分 税率（本来） 臨時的軽減 

上記⑴の 

表に同じ 

非課税 
非課税 

１％ 

２％ １％ 

⑶  環境性能割の賦課徴収の特例（附則第１５条の２の３） 

環境性能割の税率区分の見直しに係る法改正に伴う規定の整備を行ったものです。 

⑷  種別割の税率の特例（附則第１６条） 

     一定の基準に該当する場合に、取得の翌年度分のみ対象となる「種別割のグリーン化特例

（軽課）」のうち、クリーンディーゼル車を対象から除き、自家用自動車以外の種別においても、

重点化及び基準の切り替えを行った上で、この特例の期限を２年間延長し、令和５年３月３１日

までとしたものです。   

⑸  種別割の賦課徴収の特例（附則第１６条の２） 

 附則第１６条の改正に伴う条文中の項ずれを反映したものです。 

４ 固定資産税関係 

⑴  課税標準の特例（附則第１０条の２） 

課税標準の特例の改正により生じた項ずれを反映したものです。 

⑵  土地の負担調整措置の継続（附則第１１条から第１３条） 



令和３年度以降も現行制度を継続するため、年度を更新したものです。 

⑶  土地の負担調整措置の特例（附則第１２条及び第１３条） 

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和３年度において、負担調整措置により税 

額が上昇する場合、課税標準額を前年度の額に据え置いたものです。 

５ 収納関係 

⑴  令和２年改正条例（令和２年太田市条例第２３号）の一部改正で、法令の改正に伴う項ず

れを反映したものです。 

６  施行期日   令和３年４月１日 

 

Ⅱ 太田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

１ 都市計画税関係 

⑴  課税標準の特例（附則第４項、第５項及び第１６項） 

課税標準の特例の改正により生じた項ずれを反映したものです。 

⑵  土地の負担調整措置の継続（附則第７項から第１２項） 

令和3年度以降も現行制度を継続するため、年度を更新したものです。 

⑶  土地の負担調整措置の特例（附則第７項及び第１２項） 

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和３年度において、負担調整措置により税  

額が上昇する場合、課税標準額を前年度の額に据え置いたものです。 

 

２ 施行期日   令和３年４月１日 

 

Ⅲ その他 

令和３年５月臨時会に議案を提出します。 

 

＊ 問い合わせ先    総務部 市民税課 諸税係         内線2391 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1931 

資産税課 管理・償却資産係  内線2361 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1933 

                     収納課   管理係        内線2374 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1936 



 ４月１３日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               健康医療部長 氏名 楢原 明憲  内線３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止事業について 

 

【 目 的 】 

新型コロナウイルス感染症のクラスター（集団感染）の発生や感染拡大を防止することを

目的に、新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された事業所等の行政検査の対象外とな

った者に対してＰＣＲ検査を実施する場合、その費用を市が全額負担するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 実施時期  令和３年４月から 

 

 ２ 検査対象者 検査対象者は、新型コロナウイルス感染症患者と診断された者と接触した 

可能性があるなど、感染の危険を否定できない者で、検査を受ける意思が 

ある次のいずれかに該当する者とします。ただし、保健所が濃厚接触者等 

として行政検査の対象とする者は除きます。 

（１）市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（２）市内に存する学校に在学する者及び勤務する者 

（３）市内に存する保育園等の子ども関連施設に在園する者及び勤務する者 

（４）市内に存する高齢者施設等の福祉施設に入所する者及び勤務する者 

（５）その他、市長が検査を必要と認めた者 

 

 ３ 個人情報保護との関係 

       県から提供される陽性者等の情報に基づき、市から事業所等に直接働きかけ 

ることは群馬県個人情報保護条例上問題があるため、事前に事業所等に本制度       

を周知のうえ、検査を希望する事業所等からの申し出により実施するものです。 

（個人単位では実施しない。） 

 

 ４ 事業費   ５，５００万円 （検査費用１回：11,000円×5,000人） 

 

 ５ 周知方法  事業所等は、太田商工会議所、太田市新田商工会を通じて各事業所へ周知 

を図ります。その他施設については、市各部局を通じて周知を図ります。 

 

 ６ その他   検査の結果が陽性または陽性が疑われる場合、保健所の指示に従うことに 

なります。 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 管理係  外線４６－５１１５ 



４月１３日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和３年度太田市一般会計補正予算（第１号）についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 市内の企業主導型保育施設従事者を支援するための慰労金と、低所得のひとり親世帯に対す

る支援のための子育て世帯生活支援特別給付金給付事業にかかる経費と、市内事業所等におけ

るPCR検査支援のための新型コロナウイルス感染症拡大防止事業にかかる経費等をあわせて予

算計上し、本年度一般会計補正予算（第１号）を専決処分したことについて報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 補正額 191,074千円  補正後予算額 84,391,074千円 

 

【歳入】＊すべて国庫補助金で一般財源の追加なし 

   15款2項1目1節14細節 

    新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金        56,500千円 

   15款2項2目2節25細節 

    子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費交付金（ひとり親世帯）129,450千円 

15款2項2目2節26細節 

    子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費交付金（ひとり親世帯）  5,124千円 

 

  【歳出】 

3款2項1目 

 教育・保育施設従事者等慰労金                 1,500千円 

    子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯）      134,574千円 

4款1項4目 

各種業務委託料（新型コロナウイルス感染症拡大防止事業）    55,000千円 

 

 ２ 専決処分日（補正予算配当日）  令和３年４月１２日 

 

 ３ 根拠法令 

  ・地方自治法第180条第1項 

  ・市長において専決処分することができる事項の指定について（平成21年3月19日議決）

第２項 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３４ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


